
A ．産 業 競 争 力

の 強 化

関係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か ら の 取 り組 み

ィ ．税 制 改 革
・産業再生法の抜本改正

l

・産業再生法の抜本改正案 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成1 5 年 3 月 今年度中の法案の成立。新
等、積極的産業調整の進め を1月2 8 日に閣議決定 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
方の具体策 し、国会に提出。 度を追加。また、税制、政

策金融等の措置、商法の特
例について、支援措置を大
幅に拡大。

め、事業者が計画申請を行
いうる期間に間断が生じな
いよう、法案の早期の成立
が必要。

口 ．j這 出改 革
○研究開発 内閣府 ・経済産業省においては、

平成15年度予算

・引き続き、経済活性化の ②平成15年末及び③それ以
・総合科学技術会議を通じ文部科学省 科学技術予算におけるメリ ための研究開発プロジェク 降
た科学技術予算編成におけ経済産業省 パリの徹底を図るため、研 トの着実な実施が重要。 ・引き続き、経済活性化の
るメリハリの徹底。就中、 究開発成果が実用化に直結 政府原案及び平 ・「産業発掘戦略」 （平成 ための研究開発プロジ工ク
エネルギー分野の見直し するような経済活性化のた 成14年度補正予 14年12月内閣官房策定）を ト等の真に政策的意義の高

めの研究開発プロジェクト 算に反映。

・環境 ・エネルギー

踏まえて、研究開発プロ いプロジェクトを選定する
（フォーカス2 1）の創設 ジェクトを実施することが とともに、 r産業発掘戦
と既存プロジェクトの徹底 重要。 略」を踏まえ、研究開発プ
した見直しによる重点分野 ・情報家電・ブロードパン ロジェクトの効果的 ・効率
への予算集中を実施。
その結果、

①フォーカス21について
は、総合科学技術会議にお
ける優先順位付けも踏まえ
た質的向上を図り、15年度
政府原案では30プロジェク
ト、367億円を投入。また、
平成14年度補正予算とし
て、一部プロジェクトを前
倒し実施 （総額65億円）。

ド・l T

・健康・バイオテクノロ
ジー

・ナノテクノロジー・材料
の4 分野について平成14年
12月に 「産業発掘戦略」を
策定。

的な実施を着実に行う。
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②既存プロジェクトについ
ては、ゼロベースから徹底
的に見直し、239事業のう
ち、198事業について廃止・
終了・削減を実施。
・また、エネルギー分野の
見直しについては、エネル
ギー特別会計の抜本的な見
直しの中で、エネルギー技
術開発についても抜本的に
見直しを行ったところ。
（エネルギー特別会計の抜

本的な見直しにおける対応
状況、主な成果、課題等に
ついては、「地球環境にも
配慮したエネルギー政策」
の項で記載。）

ハ．規制改革
・産業再生法の抜本改正
等、積極的産業調整の進め
方の具体策

の抜本改正案
を1月28日に閣議決定
し、国会に提出。

既存の事業再構築計画に加
えて新たに3計画の認定制
度を追加。また、税制、政
策金融等の措置、商法の特
例について、支援措置を大
幅に拡大。

現行法は、平成15年3月
未を申請期限としているた
め、事業者が計画申請を行
いうる期間に間断が生じな
いよう、法案の早期の成立
が必要。

今年度中の法案の成立。新
法の的確な運営。

二．金融システム改革
・産業再生法の抜本改正
等、積極的産業調整の進め
方の具体策

・産業再生法の抜本改正案
を1月28日に閣議決定
し、国会に提出。

既存の事業再構築計画に加
えて新たに3計画の認定制
度を追加。また、税制、政
策金融等の措置、商法の特
例について、支援措置を大
幅に拡大。

現行法は、平成15年3月
未を申請期限としているた
め、事業者が計画申請を行
いうる期間に間断が生じな
いよう、法案の早期の成立
が必要。

今年度中の法案の成立。新
法の的確な運営。
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・政策投資現行による事業再 産業投資特別会計からの増 不良債権処理の加速化に伴
生ファンドへの出資制度を拡 資5 0 0 億円により、フア い、事業再生案件に関する
充。産業再編に資する事業を ンド規模 1 0 0 0 億円を増 ファンドへの出資ニーズが高
対象に加えた。 額 （合計規模 2 0 0 0 億

円）。
まることが予想されるところ、
来年度においても追加的な予
算措置が望まれる。

内閣府

財務省

・r株式会社産業再生機構
法案」及び 「株式会社産業

1 0 0 以上のヒアリングを
実施し、マーケットの最新

個別事業の再生支援による

我が国産業の再生、不良債

（り法案の成立。
②機構の設立及び円滑な運

経済産業省 再生機構法の施行に伴 う関 の情報 ・ノウハウを活用し 権の処理の促進による信用 営。
係法律の整備等に関する法 て、 3 ケ月弱の期間で法案 秩序の維持及び金融仲介機 （参平成 1 6 年度未までに集
律案」を通常国会に提出。 を準備。内容をわかりやす ・能の回復のため、機構を可 中的に債権を買取、その後

く国民に説明するため5 3
項目からなるQ ＆A を作成
し、法案の提出とともに公
表。

能な限り早期に設立する。 3 年以内に取得した債権等

の処分を行う。

ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

○研究開発 内閣府 ・経済産業省においては、

平成15年度予算

・引き続き、経済活性化の （診平成15年末及び③それ以
・総合科学技術会議を通じ 文部科学省 科学技術予算におけるメリ ための研究開発プロジェク 降
た科学技術予算編成におけ 経済産業省 バ リの徹底を図るため、研 トの着実な実施が重要。 ・引き続き、経済活性化の
るメリハ リの徹底。就中、 究開発成果が実用化に直結 政府原案及び平 ・ 「産業発掘戦略」 （平成 ための研究開発プロジェク

エネルギー分野の見直し するような経済活性化のた 成14年度補正予 14年12月内閣官房策定）を ト等の真に政策的意義の高
めの研究開発プロジェク ト 算に反映。

・環境 ・エネルギー

踏まえて、研究開発プロ いプロジェク トを選定する

（フォーカス 2 1 ）の創設 ジェク トを実施することが とともに、 「産業発掘戦
と既存プロジェクトの徹底 重要。 略」を踏まえ、研究開発プ

した見直しによる重点分野 ・情報家電 ・ブロードバン ロジェクトの効果的 ・効率

への予算集中を実施。
その結果、

（D フォーカス21について
は、総合科学技術会議にお

ド・l T

・健康 ・バイオテクノロ
ジー

・ナノテクノロジー ・材料

的な実施を着実に行う。
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ける優先順位付けも踏まえ
た質的向上を図り、15年度
政府原案では30プロジェク
ト、367億円を投入。また、

平成14年度補正予算とし
て、一部プロジェクトを前
倒し実施 （総額65億円）。
②既存プロジェク トについ

ては、ゼロベースから徹底
的に見直し、239事業のう
ち、198事業について廃止 ・
終了 ・削減を実施。

・また、エネルギー分野の
見直しについては、エネル
ギー特別会計の抜本的な見

直しの中で、エネルギー技
術開発についても抜本的に・
見直しを行ったところ。
（エネルギー特別会計の抜

本的な見直しにおける対応
状況、主な成果、課題等に

ついては、 「地球環境にも
配慮 したエネルギー政策」
の項で記載。）

・産業再生法の抜本改正 イ早期事業再生ガイドライン 早期事業再生の慣行定着に ガイドラインの活用・実現。 政府の取り組むべき課題につ
等、積極的産業調整の進め （案）」を作成、2月14 日よりパ 向けて、官民の取り組むベ いては、関係省庁と協力しつ
方の具体策 ブリックコメントを開始（20 日

迄）。2 月下旬に正式公表。
き課題を提案。 つ迅速に制度を整備し、民間

が取り組むべき課題について

は、広く関係者に働きかける。
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内閣府
財務省
経済産業省

・「株式会社産業再生機構
法案」及び「株式会社産業
再生機構法の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法
律案」を通常国会に提出。

100以上のヒアリングを
実施し、マーケットの最新
の情報・ノウハウを活用し
て、3ケ月弱の期間で法案
を準備。内容をわかりやす
く国民に説明するため53
項目からなるQ＆Aを作成
し、法案の提出とともに公
表。

個別事業の再生支援
我が国産業の再生、不良債
権の処理の促進による信用
秩序の維持及び金融仲介機
能の回復のため、機構を可
能な限り早期に設立する。

②機構の設立及び円滑な運
営。
③平成16年度未までに集
中的に債権を買取、その後
3年以内に取得した債権等
の処分を行う。
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A ．産 業 競 争 力

の 強 化

関係

府 省 等
対 瑚 犬況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ． 税 制 改 革

③産業再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成1 5 年3 月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1月2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行
を行い、 r基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立
事業再編、経営資源再生等
の取組に対し、所要の支援
措置を講ずる。これによ
り、個別企業の事業再構築
に加え、企業の壁を越えた
業界再編、活用可能な経営
資源の早期再生を加速す
る。

大。 が必要。

ハ ． 規 制 改 革

③産業再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成1 5年 3 月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1 月2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行

を行い、 「基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立
事業再編、経営資源再生等
の取組に対し、所要の支援
措置を講ずる。これによ
り、個別企業の事業再構築
に加え、企業の壁を越えた
業界再編、活用可能な経営
資源の早期再生を加速す
る。

大。 が必要。
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●

二 ． 金 融 シ ス テ

ム 改 革

② 「産業再生機構（仮称）」 内閣府 「株式会社産業再生機構法 ・1 0 0以上のヒアリング ・個別事業の再生支援によ ①法案の成立
の創設 財務省 案j 及び 「株式会社産業再 を実施し、マーケットの最 る我が国産業の再生、不良 （診機構の設立及び円滑な運
・企業再生に取り組むため経済産業省 生機構法の施行に伴う関係 新の情報 ・ノウハウを活用 債権の処理の促進による信 営
の新たな機構 （産業再生機 法律の整備等に関する法律 して、3 ケ月弱の期間で法 用秩序の維持及び金融仲介 ③平成 1 6年度未までに集
構 （仮称））を預金保険機 案」を通常国会に提出 案を準備。 機能の回復のため、機構を 中的に債権を買取、その後
構の下に整理回収機構 （R ・内容をわかりやすく国民 可能な限り早期に設立す 3年以内に取得した債権等
c c ）と並んで創設する。
同機構は、 「基本指針j　に
従い、金融機関において
「要管理先」等に分類され

ている企業のうち、メイン
バンク ・企業間で再建計画
が合意されつつある等によ
り当該機構が再生可能と判
断する企業の債権を、企業
の再生を念頭に置いた適正
な時価で、原則として非メ
インの金融機関から買い取
る。再建計画及び買取価格
等の適正性を担保するた
め、機構内に有識者からな
る 「産業再生委員会 （仮
称）」を設ける。

に説明するため 5 3項目か
らなるQ ＆A を作成し、法
案の提出とともに公表。

る。 の処分を行う。
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・機構は、再生企業への追
加融資や出資、信託、保証
機能等を備える金融機関
（株式会社形態かつ存続期

間を設定）とする。機構の
設立及び運営は、金融界や
産業界に相当規模の専門家
の派遣を要請するなど、可
能な限り民間部門の人的・
資金的な支援を得て行うと
ともに、政府として、関係
省庁からの出向や機構の資
金調達に対する政府保証の
付与など、所要の人的・財
政的支援を行う。
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●

・機構とメインパンクで企
業の債権の相当部分を保有
し、強力に企業のリス ト
ラ ・経営再建を推進する。
企業再生策の作成は、メイ

ンバンクの情報、ノウハ
ウ、資金 （つなぎ資金、

ニューマネー）、人材を最
大限活用する。機構は、政
府全体の協力を得て、業界
内での再編なくして再生不
能と考えられる企業につい

て、機構内に集積された情
報を踏まえ、 「基本指針」
に従い、産業の再編も視野
に入れた企業の再生策を樹
立 ・実行する。政策金融機
関の出融資も活用する。

同上 同上 同上 同上

③産業再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5 年 3 月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1月 2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3計画の認定制 末を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行

を行い、 「基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立
事業再編、経営資源再生等

の取組に対し、所要の支援
措置を講ずる。これによ
り、個別企業の事業再構築
に加え、企業の壁を越えた
業界再編、活用可能な経営
資源の早期再生を加速す
る。

大。 が必要。
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④日本政策投資銀行による財務省 企業再生ファンドへの出資制 企業再生ファンドの組成の促
進

①②③
事業再生 ・産業再編に係る金融庁 度について、運用の弾力化 企業再生ファンドへの出資制
支援機能の充実

・企業再生ファンドへの出
資制度の拡充、再建企業の
資産を買収・承継する第三
者企業に対する融資制度の
充実等を行う。

経済産業省 （平成14年11月22日） 度、D IPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

財務省
経済産業省

再建企業の資産を買収・承継
する第三者企業に対する融資
制度について、融資対象に営
業権等の非設備資金を加える
等の制度拡充（平成14年11月
22日）

事業再生の円滑な進捗 ①②③
企業再生ファンドへの出資制
度、D IPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

・金融市場の活性化を図 経済産業 金融・資本市場活性化のた 民間金融機関の取り組むロー ①②③
リ、適切な資金の供給がな 省 め、ローン担保証券（C LO）等 ン担保証券（C LO ）に対する リスクアセット圧縮により与信
されるよう、ローン担保証 の組成を支援する制度を創設 支援を実施 の改善を図る民間金融機関の
券 （C L O ）を含むクレ
ジット・デリバティブの活
用など、金融上の仕組みの
整備に対する支援を行う。・

（平成14年11月22日） 取組に適切に対応
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ホ ． そ の 他 の 制

度 改 革

② 「産業再生機構（仮称）」 内閣府 「株式会社産業再生機構法 ；1 0 0 以上のヒアリング ・個別事業の再生支援によ ①法案の成立
の創設 財務省 案」及び 「株式会社産業再 を実施し、マーケットの最 る我が国産業の再生、不良 ②機構の設立及び円滑な運
・企業再生に取り組むため 経済産業省 生機構法の施行に伴う関係 新の情報 ・ノウハウを活用 債権の処理の促進による信 営
の新たな機構 （産業再生機 法律の整備等に関する法律 して、3 ケ月弱の期間で法 用秩序の維持及び金融仲介 ③平成 1 6年度未までに集
構 （仮称））を預金保険機 案」を通常国会に提出 案を準備。 機能の回復のため、機構を 中的に債権を買取、その後
構の下に整理回収機構 （R ・内容をわかりやすく国民 可能な限り早期に設立す 3年以内に取得した債権等
c c ）と並んで創設する。
同緩構は、 「基本指針」に
従い、金融機関において
「要管理先」等に分類され
ている企業のうち、メイン
パンク・企業間で再建計画
が合意されつつある等によ
り当該機構が再生可能と判
断する企業の債権を、企業
の再生を念頭に置いた適正
な時価で、原則として非メ
インの金融機関から買い取
る。再建計画及び買取価格
等の適正性を担保するた
め、機構内に有識者からな
る 「産業再生委員会 （仮
称）」を設ける。

に説明するため5 3 項目か
らなるQ ＆A を作成し、法
案の提出とともに公表。

る′。 の処分を行う。
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・機構は、再生企業への追
加融資や出資、信託、保証
機能等を備える金融機関
（株式会社形態かつ存続期

間を設定）とする。機構の
設立及び運営は、金融界や
産業界に相当規模の専門家
の派遣を要請するなど、可
能な限り民間部門の人的・
資金的な支援を得て行うと
ともに、政府として、関係
省庁からの出向や機構の資
金調達に対する政府保証の
付与など、所要の人的・財
政的支援を行う。



・機構とメインパンクで企
業の債権の相当部分を保有
し、強力に企業のリスト
ラ・経営再建を推進する。
企業再生策の作成は、メイ
ンパンクの情報、ノウハ
ウ、資金（つなぎ資金、
ニューマネー）、人材を最
大限活用する。機構は、政
府全体の協力を得て、業界
内での再編なくして再生不
能と考えられる企業につい
て、機構内に集積された情
報を踏まえ、「基本指針」
に従い、産業の再編も視野
に入れた企業の再生策を樹
立・実行する。政策金融機
関の出融資も活用する。
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④日本政策投資銀行による財務省 企業再生ファンドへの出資制 企業再生ファンドの組成の促
進

①②③
事業再生 ・産業再編に係る金融庁 度について、運用の弾力化 企業再生ファンドへの出資制
支援機能の充実

・企業再生ファンドへの出
資制度の拡充、再建企業の
資産を買収・承継する第三
者企業に対する融資制度の
充実等を行う。

経済産業省 （平成14年11月22日） 度、D lPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

財務省
経済産業省

再建企業の資産を買収・承継
する第三者企業に対する融資
制度について、融資対象に営
業権等の非設備資金を加える
等の制度拡充（平成14年11月

22日）

事業再生の円滑な進捗 ①②③
企業再生ファンドへの出資制
度、D IPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。
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